
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１２月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１３２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年７月２３日（金） １４時３０分ごろ 

発生場所 静岡県伊東市 宇佐美港防波堤灯台から真方位０６６°１,０００ｍ付近  

（概位 北緯３５°０.６′ 東経１３９°６.１′） 

事故等調査の経過  平成２２年７月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 KANATALA
カ ナ タ ラ

、２.４トン モーターボート 

 船舶番号、船舶所有者等  ２３５－４４２８０静岡、株式会社オリオン 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼端欠損、ドライブ下部カバー破損、チャイン部擦過傷等 

 事故等の経過 本船は、伊東市宇佐美漁港沖において、船長ほか１人が乗り組み、船首

約０.５ｍ、船尾約０.８ｍの喫水で遊走していたが、沖合から海岸の景観

を見るため、海岸に接近して機関を停止したのち、機関の始動操作をした

ところ、機関が始動せず、漂流しながら繰り返して始動操作をするうちに

バッテリーが過放電状態となり、平成２２年７月２３日１４時３０分ごろ

宇佐美港防波堤灯台から真方位０６６°１,０００ｍ付近の岩場に乗り揚げ

た。 

乗揚後、船長は、携帯電話により救助を求め、所属マリーナにえい
・ ・

航救

助された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好  

潮汐：上げ潮の末期 

 その他の事項 本船は、ガソリンを燃料とする船内外機を１基装備していた。 

船内外機の始動には、メインスイッチ、始動キースイッチの外にセイフ

ティスイッチ（キルスイッチ）の操作が必要であったが、本事故当時、セ

イフティスイッチがオフになっていた可能性があった。 

船長は、１０～１５回機関の始動操作をした。 

本船は、救助された後、所属マリーナで上架し、バッテリーを交換した

のち、メインスイッチ、始動キースイッチの外にセイフティスイッチ（キ

ルスイッチ）を操作したところ、機関は始動した。 

あり 分析 乗組員等の関与 

あり 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

本船は、宇佐美漁港沖において、機関を始動す

る際、セイフティスイッチがオフになっているこ

とに気付かず、機関の始動ができなかったことか

ら、機関の始動操作を繰り返している間に岩場に

向けて漂流し、乗り揚げた可能性があると考えら

判明した事項の解析 

 



 

れる。 

原因 本事故は、本船が、宇佐美漁港沖において、機関を始動する際、セイフ

ティスイッチがオフになっていることに気付かなかったため、機関を始動

できず、機関の始動操作を繰り返している間に岩場に向けて漂流し、岩場

に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




